
令
和
6
年
分　

税
の
申
告（
所
得
税
・
市
県
民
税
）が
始
ま
り
ま
す

　
期
間
中
は
巡
回
会
場
を
設
け
、
給
与
、
年
金
、
農
業
な
ど
の
所
得
者
お
よ
び
還
付
申
告
者
な
ど
の
所
得
税
の
確
定
申
告
お
よ
び
市
県
民
税
申
告
の
相
談
と
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
、
市

税
務
課
窓
口
で
の
申
告
相
談
や
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
草
津
税
務
署
の
署
外
会
場（
所
得
税
の
納
付
や
還
付
が
あ
る
人
）ま
た
は
市
の
巡
回
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い（
1２
頁
）。
す
で
に
税
務
署

へ
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
人
は
、
市
県
民
税
申
告
は
不
要
で
す
。

　
左
記
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
申
告
が
必
要
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
一
般
的
な
ケ
ー
ス
で
す
。
不
明
点
が
あ
る
場
合
は
、
市
税
務
課
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
期
間
中
は
、
例
年
、
大
勢
の
人
が
来
場
し
ま
す
。
自
宅
な
ど
に
居
な
が
ら
行
え
る
e
|
T
a
x
や
郵
送
に
よ
る
申
告
を
検
討
い
た
だ
く
な
ど
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
（ 

必
要
書
類
が
な
い
場
合
、
受
け
付
け
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
）

・ 「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」は
が
き（
税
務
署
か
ら
送
付
が
あっ
た
人
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し（
両
面
）

　
（ 

な
い
人
は
、通
知
カ
ー
ド
の
写
し
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
の
写
し
）

・ 

源
泉
徴
収
票（
給
与
所
得
、
公
的
年
金
等
の
受
給
者
）

・ 

収
支
内
訳
書（
事
業
所
得
、農
業
所
得
、不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人
）

　
※ 

申
告
時
に
は
、
必
ず
事
前
に「
収
支
内
訳
書
」を
作
成
の
う
え
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。「
収
支
内
訳
書
」が
な
い
場
合
、
申
告
の
受

け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

・ 

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
な
ど
の
各
種
控
除
証
明
書

・ 

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
ま
た
は
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書（
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
）

・ 

配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
所
得
の
分
か
る
書
類〔
配
偶
者（
特

別
）控
除
を
受
け
る
人
〕

・
国
民
年
金
保
険
料
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

・ 

医
療
費
控
除
の
明
細
書（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
）

　
※ 

令
和
6
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
を
も
と
に
、

必
ず
事
前
に
作
成
し
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。医
療
費
通
知（
医

療
費
の
お
知
ら
せ
）を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
通
知（
お
知
ら

令和６年中(令和６年1月1日～12月３1日)に
どのような所得がありましたか

収入なし

申告義務はありませんが
下記にご注意ください
・ 令和７年度 課税(所得)証明など

の発行を受ける際には、市県民
税の申告が必要です

・ 国民健康保険加入世帯の世帯主
および加入者は、無職・無収入
でも申告が必要です

・ 申告することで医療費の負担割
合、各種保険料などに影響する
場合があります

給与所得があった

所得税の確定申告が必要

所得税の確定申告が必要

公的年金等所得以外の所得
は20万円以下ですか

公的年金等所得以外の所得がありましたか

所得税の確定申告
が必要

市に対して、市県民税申告
が必要
※ 損失があり、翌年に繰り

越す場合などは、確定申
告が必要

所得税の
確定申告
が必要

給与の支払いを受けているのは、
１ヵ所のみですか 所得税の確定申告が必要

申告義務はありませんが、
注意1をご確認ください

注意1　 申告義務がない場合でも、控
除を追加する場合は、確定申
告や市県民税申告をすること
ができます。この申告により、
所得税の還付が受けられたり、
市県民税や医療費の負担割合、
各種保険料などに影響したり
する場合があります。

市に対して、市県民税申告が必要
※ 所得税の控除を追加することで、所得税に還付が生じる場合は、

確定申告できます

申告義務はありませんが、
注意1をご確認ください

市に対して、市県民税申告が必要
※ 所得税の控除を追加することで、所得税に還付が

生じる場合は、確定申告できます

年末調整をした給与所得以外に、生命保
険の満期返戻金や不動産や農業収入など、
ほかの所得金額はありましたか

給与の年収は2,000
万円以下ですか

給与以外の所得金額は20万
円を超えましたか

所得税の確定申告
が必要

所得の合計額から所得税の控除合
計額を差し引き、その残額をもと
にして計算した税額が配当控除額
よりも多かったですか

公的年金等の収入額の合計(２ヵ所
以上から受給されている場合はその
合計額)が400万円以下でしたか

所得税の確定申告が
必要な場合があります
① 年末調整をした給与以外

の給与の収入金額
② 給与所得や退職所得以外

の所得金額
の合計額が20万円を超える
場合は、確定申告が必要です

事業所得(営業や農業)や
不動産所得があった 公的年金等の所得があった 譲渡所得(土地・建物など)

があった

令和７年1月1日に住所があった
市町村に問い合わせをしてください

START
令和７年1月1日現在で、守山市に

住所がありましたか

はい

はい
はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

せ
）も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

寄
附
金
受
領
証
明
書（
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
寄
附
金
控
除
を
受
け

る
人
）

・
株
式
配
当
の
配
当
金
支
払
通
知
書

・ 

振
込
口
座
の
分
か
る
も
の（
所
得
税
の
確
定
申
告
で
還
付
を
受
け

る
人
）

ス
マ
ホ
か
ら
確
定
申
告
が
で
き
ま
す

　
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
確
定
申
告
書
を
作
成
・
提

出（
e
-T
a
x
や
郵
送
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
待
ち
時
間
も
か
か

ら
ず
、
２４
時
間
い
つ
で
も
申
告
が
可
能
で
す
。

　
申
告
書
用
紙
な
ど
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、

草
津
税
務
署
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

草
津
税
務
署
が
申
告
相
談
会
場
を
開
設

時
２
月
1７
日（
月
）～
３
月
1７
日（
月
）午
前
9
時
～
午
後
4
時

　
※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

所 

キ
ラ
リ
エ
草
津 

１
階 

草
津
商
工
会
議
所 

多
目
的
ホ
ー
ル

　

 （
草
津
市
大
路
二
丁
目
１
-35
）

　
※ 

草
津
税
務
署
内
で
の
会
場
は
開
設
し
て
い
ま

せ
ん
。

他 

詳
し
く
は
、
草
津
税
務
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

休
日
の
申
告（
大
津・草
津
税
務
署
の
合
同
申
告
会
場
を
開
設
）

時
３
月
２
日（
日
）午
前
９
時
～
午
後
４
時

所
大
津
税
務
署

　
（
大
津
市
京
町
三
丁
目
１
-１　
大
津
び
わ
湖
合
同
庁
舎 

１
階
）

　

 

※ 

駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

他 

確
定
申
告
電
話
相
談〔
（
５
６
２
）１
３
１
５
〕も
、
同
日
実
施
し

ま
す
。

問 

・
草
津
税
務
署　

（
５
６
２
）１
３
１
5　
ま
た
は
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

0
5
7
0（
0　
0
）5
9
0
1　

・
市
税
務
課　

・
有（
５
８
２
）１
１
１
５　

（
５
８
３
）９
７
３
８

２
月
１7
日（
月
）～
３
月
１7
日（
月
）※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

申
告
期
間

国税庁
ホームページ

草津税務署
ホームページ

申
告
に
必
要
な
も
の
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会場 日時 受付自治会名

2月

中
洲
会
館

17日（月）
午前 幸津川・新庄
午後 幸津川・服部

1８日（火）
午前 立田・小浜
午後 立田

河
西
会
館

19日（水）
午前 小島・今市・川中

午後 阿比留・布施野・笠原・
川辺・ﾗﾌｨーﾈ守山

20日（木）
午前 中・川田・喜多・田中・　

河西ﾊｲﾑ
午後 河西ﾆｭータｳン

21日（金）
午前 播磨田
午後 播磨田・荒見

速
野
会
館

25日（火）
午前 美崎・ﾈオべﾗヴｨータ守山・

ベルヴｨタｳン木浜
午後 今浜・中野小林

2６日（水）
午前 木浜・北川ﾆｭータｳン
午後 中野

地
域
総
合

セ
ン
タ
ー

27日（木）
午前 赤野井
午後 赤野井・石田

2８日（金）
午前 矢島
午後 矢島・十二里

3月

エ
ル

セ
ン
タ
ー

3日（月）
午前 今宿・阿村・焔魔堂
午後 勝部

4日（火）
午前 二町・古高
午後 千代・伊勢・大鳥

小
津
会
館

5日（水）
午前 欲賀・森川原
午後 三宅・森川原

６日（木）
午前 大林・山賀
午後 杉江・山賀

市
民

ホ
ー
ル

7日（金）
午前 金森・三宅稲葉

午後 大門・横江・弥生の里・
金森山柿・サﾑズ守山

北
公

民
館 10日（月）

午前 開発
午後 大曲・水保

　
　
　
市
役
所�

　
　
　
多
目
的
ホ
ー
ル

11日（火）
午前 下之郷・

グﾗンメゾン守山
午後 本町・岡・立入

12日（水）
午前 泉町・浮気
午後 元町・レックス弐番館

13日（木）
午前 吉身西町・吉身東町
午後 吉身中町・梅田町

14日（金）
午前

市内全域
午後

17日（月）
午前
午後

市の申告会場巡回日程表

各会館などを巡回して申告指導を行います
受付時間　・午前の部：午前9時～11時30分
　　　　　・午後の部：午後1時～3時
〇�当日整理券は、午前の部・午後の部ともに、当日午前８時から
各会場の入り口付近で配布します。

〇�例年、午前・午後の開始時間直後は混み合いますので、混み合
う時間帯を避けてご来場ください。

※�駐車場には限りがあります。公共交通機関のご利用にご協力く
ださい。

　上記申告以外でも、申告や相談内容が複雑なものは、草津税
務署での申告をお願いすることがあります。

受け付けできない申告（草津税務署で申告・相談してください）
・初年度の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の申告
・令和5年分以前の申告
・令和7年1月2日以降に守山市に転入した人の申告
・青色申告
・初めて事業所得を申告する人の申告
・�株式や土地建物などの分離譲渡所得（公共収用を除く）の申告
・総合譲渡（ゴルフ会員権の譲渡など）の申告
・亡くなられた人の申告（準確定申告）　　
・繰越損失がある場合の申告
・雑損控除を受ける場合の申告
・草津税務署から来署案内を受けている人の申告
・�草津税務署から確定申告書類の送付を受けている事業所得や
不動産所得のある人の申告

・�収支内訳書の書き方の指導を受けようとする人（農業所得含
む）の申告

・�事業などの収入金額が1,000万円を超える人の申告
・�相続などに係る生命保険契約などに基づく年金に関する申告

市の申告会場では受け付けできない申告があります

オンライン来場予約を始めます
　今回から、オンラインによる時間指定の来場予約を行います。
下記申込フォームから予約してください。予約枠には上限があ
ります。予約できなかった場合は、当日整理券で
の受付となります。
予約受付期間　 
　2月３日（月）午前９時～来場日の2営業日前

申込フォーム

2025.2.1   No.1401　広報もりやま 12

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ


